
様式87の３の６

電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準

（□には、適合する場合「✓」を記入すること）

１ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令
第36号）第１条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている。 □

２ 健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認を行う体制がある。

□

３ オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等 を取得し、
調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制がある。 □

４ 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により調剤する体
制及び調剤結果を登録する体制を有している。また、調剤に際しては、電子処方箋
管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いて、患者の服用する薬剤における有
効成分の重複その他薬物療法上の薬学的知見の観点から不適切な組合せが生じてい
ないかの有無を確認することができる体制を整備している。

□

５ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有している。
□

６ 国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導
入するように努めること。 □

7 次に掲げる全ての事項について、保険薬局の見やすい場所に掲示し、ウェブサイト
に掲載している。

・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調
剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用していること。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い
医療を提供できるよう取り組んでいること。

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療ＤＸに係る取組
を実施していること。

8 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュ
リティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含め
セキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有している。 □

［記載上の注意］

□

「７」については、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
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